
亀 山 市 告 示 第 １ ２ ５ 号  

亀 山 市 農 業 次 世 代 人 材 投 資 資 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を

次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ２ 年 ６ 月 ９ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 農 業 次 世 代 人 材 投 資 資 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告

示  

 

亀 山 市 農 業 次 世 代 人 材 投 資 資 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ４ 年 亀 山 市 告 示

第 １ ７ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第３条中「交付対象者」の次に「（以下「交付対象者」という。）」 

を 加 え 、 「 圃 場 」 を 「 ほ 場 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 た だ し 書 中 「 平 成 ２ ８ 年 度 」 を 「 平 成 ３ ０ 年 度 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 第 １ 項 中 「 者 」 を 「 交 付 対 象 者 」 に 改 め 、 「 こ と に よ り 、 」  

の 次 に 「 あ ら か じ め 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中 「 そ の 内 容 」 を 「 、 そ

の 内 容 」 に 、 「 青 年 等 就 農 計 画 等 」 を 「 、 青 年 等 就 農 計 画 等 」 に 改

め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 審 査 に 当 た っ て は 、 県 等 の 関 係 機 関

又 は 第 １ ４ 条 に 規 定 す る サ ポ ー ト チ ー ム に よ る 面 接 等 を 実 施 す る

も の と す る 。  

第 ７ 条 第 １ 項 中 「 者 」 を 「 交 付 対 象 者 」 に 改 め 、 「 変 更 を 」 の 次

に 「 市 長 に 」 を 加 え る 。  

第 ８ 条 第 １ 項 中 「 者 （ 以 下 「 交 付 対 象 者 」 と い う 。 ） で 」 を 「 交

付 対 象 者 は 」 に 、 「 県 要 領 別 紙 様 式 第 １ ６ 号 」 を 「 県 要 領 別 紙 様 式

第 １ ９ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 を 「 第 １ 項 」 に 、 「 交 付

対 象 者 」 を 「 当 該 申 請 書 を 提 出 し た 者 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ３ 項

と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 対 象 は 、 県 要 領 ５ の ２ の （ ３ ） に 規 定

す る 月 以 降 の 農 業 経 営 と す る 。  



第 ９ 条 第 １ 項 中 「 交 付 対 象 者 」 を 「 前 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 資 金

の 交 付 を 受 け た 者 （ 以 下 「 受 給 者 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 ２

項 中 「 交 付 対 象 者 」 を 「 受 給 者 」 に 改 め る 。  

第 １ ０ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 中 「 交 付 対 象 者 」 を 「 受 給 者 」 に 改 め 、

同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  市 長 は 、 受 給 者 が 妊 娠 、 出 産 又 は 災 害 に よ り 就 農 を 休 止 す る 場

合 （ 県 要 領 第 ４ の ２ の （ ２ ） の イ に 規 定 す る 夫 婦 で 農 業 経 営 を 行

う 妻 が 妊 娠 又 は 出 産 に よ り 就 農 を 休 止 す る 場 合 を 除 く 。 ） は 、 １

の 妊 娠 、 出 産 又 は 災 害 に つ き 最 長 １ 年 間 の 休 止 期 間 を 設 け る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 当 該 休 止 期 間 と 同 期 間 、

交 付 期 間 を 延 長 で き る も の と し 、 受 給 者 は 、 次 条 の 規 定 に よ る 経

営 再 開 届 の 提 出 に 併 せ て 第 ７ 条 の 手 続 に 準 じ て 青 年 等 就 農 計 画 等

の 交 付 期 間 の 変 更 を 申 請 す る も の と す る 。  

第 １ １ 条 第 １ 項 中 「 前 条 」 を 「 前 条 第 ２ 項 」 に 、 「 就 農 」 を 「 資

金 の 交 付 」 に 、 「 県 要 領 別 紙 様 式 第 １ ７ 号 」 を 「 県 要 領 別 紙 様 式 第

２ ０ 号 」 に 改 め る 。  

第 １ ２ 条 第 １ 項 中 「 交 付 対 象 者 」 を 「 受 給 者 」 に 改 め 、 同 条 第 ２

項 中 「 県 要 領 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 青 年 等 就 農 計 画 等 に 即 し て 計

画 的 な 就 農 が で き て い る か に つ い て 実 施 状 況 を 」 を 「 第 １ ４ 条 に 規

定 す る の サ ポ ー ト チ ー ム を 中 心 に 、 県 等 の 関 係 機 関 及 び 指 導 農 業 士

等 の 関 係 者 と 協 力 し 、 「 農 業 次 世 代 人 材 投 資 資 金 の 交 付 対 象 者 の 考

え 方 に つ い て 」 （ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 付 け ３ ０ 経 営 第 ３ ０ ３ ０ 号 就

農 ・ 女 性 課 長 通 知 ） を 満 た し て い る か 否 か に つ い て 」 に 、 「 関 係 機

関 」 を 「 必 要 な 場 合 は 、 サ ポ ー ト チ ー ム を 中 心 に 、 県 等 の 関 係 機 関

及 び 指 導 農 業 士 等 の 関 係 者 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 項 中 「 交 付 対 象 者 」

を 「 受 給 者 」 に 、 「 県 要 領 別 紙 様 式 第 １ ８ 号 」 を 「 県 要 領 別 紙 様 式

第 ２ １ 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ９ 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の ３ 項 を

加 え る 。  

６  受 給 者 は 、 交 付 期 間 終 了 後 に や む を 得 な い 理 由 に よ り 就 農 を 中

断 す る 場 合 は 、 中 断 後 １ 月 以 内 に 市 長 に 就 農 中 断 届 （ 県 要 領 別 紙



様 式 第 １ ５ 号 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、

就 農 を 中 断 す る 期 間 は 、 就 農 を 中 断 し た 日 か ら 原 則 １ 年 以 内 と し 、

就 農 を 再 開 す る 場 合 は 、 就 農 再 開 届 （ 県 要 領 別 紙 様 式 第 １ ６ 号 ）

を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

７  市 長 は 、 前 項 前 段 の 規 定 に よ り 就 農 中 断 届 が 提 出 さ れ た 場 合 で 、

そ の 内 容 が や む を 得 な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 就 農 中 断 届 に

係 る 就 農 の 中 断 を 承 認 す る も の と す る 。  

８  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 行 っ た と き は 、 当 該 承 認 を 受

け た 受 給 者 の 就 農 の 再 開 に 向 け た 取 組 状 況 を 確 認 し 、 就 農 の 再 開

に 向 け た 支 援 を 行 う も の と す る 。  

第 １ ２ 条 第 ４ 項 中 「 交 付 対 象 者 」 を 「 受 給 者 」 に 改 め 、 「 に お い

て 」 の 次 に 「 、 氏 名 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ３ 項

中 「 交 付 対 象 者 」 を 「 受 給 者 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ４ 項 と し 、 同

条 第 ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 確 認 は 、 県 要 領 第 ６ の ２ の （ ５ ） の ア に 規 定

す る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

第 １ ５ 条 を 第 １ ７ 条 と す る 。  

第 １ ４ 条 第 １ 項 中 「 県 要 領 別 紙 様 式 第 １ ５ 号 」 を 「 県 要 領 別 紙 様

式 第 １ ８ 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 １ ６ 条 と す る 。  

第 １ ３ 条 第 １ 項 中 「 交 付 対 象 者 」 を 「 受 給 者 」 に 改 め 、 「 の 資 金

を 」 の 次 に 「 月 単 位 で 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中 「 虚 偽 」 を 「 受 給 者  

は 、 虚 偽 」 に 改 め 、 「 こ と 又 は 県 要 領 第 ４ の ２ の （ １ ） の イ の （ ア ）  

の た だ し 書 に よ る 交 付 期 間 中 に 農 地 の 所 有 者 の 移 転 が 行 わ れ な か っ  

た こ と に よ り 資 金 の 交 付 を 中 止 さ れ た 者 が 既 に 資 金 を 受 理 し て い る 」  

を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 交 付 対 象 者 （ 県 要 領 第 ６ の ２ の （ ５ ） の 中

間 評 価 に お い て Ｃ 評 価 と さ れ た も の 」 を 「 受 給 者 （ 第 １ ２ 条 第 ７ 項

の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け た 者 で 、 就 農 を 中 断 し た 日 か ら 原 則 １ 年 以

内 に 就 農 を 再 開 し 、 就 農 を 中 断 し た 期 間 と 同 期 間 更 に 就 農 を 継 続 し

た も の 及 び 第 １ ３ 条 の 中 間 評 価 で Ｃ 評 価 相 当 と さ れ た も の 」 に 改 め 、

同 条 を 第 １ ５ 条 と す る 。  



第 １ ２ 条 の 次 に 次 の ２ 条 を 加 え る 。  

（ 中 間 評 価 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 交 付 期 間 ２ 年 目 が 終 了 し た 受 給 者 に 対 し 、 県 要

領 第 ６ の ２ の （ ６ ） に 規 定 す る 方 法 に よ る 中 間 評 価 を 実 施 す る も

の と す る 。  

（ サ ポ ー ト 体 制 の 整 備 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 以 降 の 新 規 受 給 者 の 各 課 題 （ 「 経

営 ・ 技 術 」 、 「 営 農 資 金 」 及 び 「 農 地 」 に お け る 各 課 題 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） に 対 応 で き る よ う 、 県 農 林 水 産 （ 農 政 ・ 農 林 ） 事 務

所 、 農 業 協 同 組 合 、 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 等 の 金 融 機 関 及 び

農 業 委 員 会 等 の 関 係 機 関 に 所 属 す る 者 並 び に 指 導 農 業 士 等 の 関 係

者 で 構 成 す る サ ポ ー ト 体 制 を 構 築 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 そ れ ぞ れ の 受 給 者 に つ い て 、 前 項 の サ ポ ー ト 同 体 制 の

中 か ら 、 サ ポ ー ト チ ー ム （ 各 課 題 の 専 属 の 担 当 者 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 選 任 し 、 受 給 者 の 上 記 各 課 題 の 相 談 先 を 明 確 に す る も の

と す る 。  

３  サ ポ ー ト チ ー ム は 、 原 則 と し て １ ０ 月 と ４ 月 の 年 ２ 回 、 受 給 者

を 訪 問 し 、 経 営 状 況 の 把 握 及 び 各 課 題 の 相 談 に 対 応 し 、 サ ポ ー ト

チ ー ム 活 動 記 録 （ 県 要 領 別 紙 様 式 第 １ ７ － ４ 号 ） を 作 成 す る も の

と す る 。  

４  サ ポ ー ト チ ー ム は 、 前 条 の 中 間 評 価 に お い て Ｂ 評 価 相 当 と さ れ

た 受 給 者 に 対 し 、 評 価 結 果 を 踏 ま え た 重 点 指 導 案 を 取 り ま と め 、

翌 年 １ 年 間 、 指 導 を 行 う も の と す る 。  

様 式 第 ２ 号 中 「 第 ８ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ８ 条 第 ３ 項 」 に 改 め る 。  

様 式 第 ６ 号 中 「 第 １ ４ 条 関 係 」 を 「 第 １ ６ 条 関 係 」 に 、 「 第 １ ４

条 第 ２ 項 」 を 「 第 １ ６ 条 第 ２ 項 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  



２  こ の 告 示 の 施 行 の 際 現 に こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 亀 山 市 農 業 次

世 代 人 材 投 資 資 金 交 付 要 綱 の 規 定 に よ り 実 施 し て い る 事 業 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  


